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第３章 対象事業に係る計画について環境の保全の見地から配慮した内容 

 

 事業計画を策定するにあたって、環境保全の見地から配慮した内容は、次に示すとおり

である。 

 

3-1 建設作業時を想定した配慮 

配 慮 事 項 内       容 

自然環境の

保全 

土壌 埋立土砂等に

よる影響の防

止 

・護岸工、岸壁工及び埋立工の浮遊物質発生

量が多い工程において、汚濁防止枠や汚濁

防止膜を設置し、濁りの拡散を抑制する。

・グラブ浚渫船及びガット船のバケット容

量の最適化や、浮遊物質発生量の多い建設

機械が、同時に稼働することがないような

工事計画とすること等により、浮遊物質発

生量の平準化に努める。 

植物・動物・

生態系 

動植物の生息

域への影響の

防止 

生活環境の

保全 

環境汚染 建設作業に伴

う公害の防止 

・大気汚染物質排出量の多い建設機械や、大

きな音や振動を発生する建設機械が同時

に多数稼働することのないような工事計

画に努める。 

・建設機械については、低騒音・低振動型や

排出ガス対策型機械の使用に努める。 

・特定建設作業については、規制基準を遵守

し、その他の作業についても、特定建設作

業に係る規制基準値を下回るよう努める。

・岸壁工が工場製作による一体型であるた

め、事業予定地周辺での大気汚染物質排出

量の低減が見込める。 

工事関係車両

の走行による

公害の防止 

・主に海上施工とし、工事関係車両台数を少

なくすることで、大気汚染、騒音、振動等

の公害の発生を抑制する。 

・工事関係車両の運転者に対し、適正な走

行、アイドリングストップの遵守を指導、

徹底する。 

安全性 工事関係車両

の走行に伴う

交通安全の確

保 

・主に海上施工とし、工事関係車両台数を少

なくすることで、事業予定地周辺の歩行者

等に対する交通安全への影響を低減する。

・工事関係車両の運転者に対し、適正な走行

の遵守を指導、徹底する。 

環境負荷の

低減 

自動車交通 工事関係車両

による交通渋

滞の防止 

・主に海上施工とし、工事関係車両台数を少

なくすることで、事業予定地周辺の道路へ

の交通負荷を低減する。 

廃棄物等 建設廃棄物の

発生抑制及び

循環利用の推

進 

・工事の実施に伴い発生する廃棄物につい

て「建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基

づき、建設廃材の分別回収、再資源化、減

量化に努める。 
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3-2 施設の存在・供用時を想定した配慮 

配 慮 事 項 内       容 

生活環境の

保全 

自然災害 自然災害への

対応 

・整備する岸壁を耐震強化岸壁とすること

で、大規模地震発生時において当該事業に

起因する二次災害の発生を防止する。 

・整備する岸壁を耐震強化岸壁とすること

で、大規模地震等に対する安全性を高める

とともに、緊急物資輸送の拠点とする。 

 

環境負荷の 

低減 

自動車交通 低公害・低燃 

費車の普及促

進 

・施設利用事業者に対し、「貨物自動車等の

車種規制非適合車の使用抑制等に関する

要綱」（愛知県）に基づく中継施設管理者

として車種規制非適合車の不使用につい

て周知する。 
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